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毎月19日は食育の日です　早寝早起きをして朝ご飯を食べましょう

●市民活動事業補助金
対象事業　①市に登録している市民活動団体が、自主的に実施する地域
　　　　　　の活性化や課題の解決につながるまちづくり活動
　　　　　②上記団体が10月1日～平成31年3月31日までに実施する事業
助 成 額　対象経費の１／２以内で上限30万円
申込方法　協働推進課（本庁３階）や各支所窓口、市 HPにある申請書に
　　　　　必要事項を記入のうえ、事業計画や予算書を添えて10月31日
　　　　　㈬までに提出
●市民活動団体設立補助金
　新たに市民活動団体を設立しようとする市民の方を対象に、団体設立に
要する経費を助成します。
助 成 額　対象経費の1／2以内で上限3万円
※申請を検討される方は事前に協働推進課にお問い合わせください。

市民活動を応援します（助成事業）

申込・問合先
広報ID

協働推進課　☎35‒3412
1008632

　子育て支援センター（岡本保育園２階）で
は、お子さんと一緒に遊びながら、子育て
に関する相談や仲間づくりの支援を行って
います。対象は３歳までの乳幼児親子（祖
父母も）です。お父さんもお母さんもお気
軽にご利用ください。
◎あそびの広場
　同センターにある畳の部屋でお子さんを
遊ばせることができます。
▶月・火・木・金曜日の午前９時30分～　
　午後３時30分
◎個別子育て相談日・おしゃべりサロン
　子育てに関する相談を個別に受け付けま
す。事前申込（当日可）必要です。
▶毎週水曜日の午後１時～５時、毎週金　
　曜日の午後３時30分～５時
◎すくすくランド
　ビッグアリーナ２階にある武道場を使っ
て、思いきり体を動かして遊びましょう。
▶毎週水曜日の午前10時～ 11時30分
　（12月19日㈬まで）
　詳細は子育て支援センターにお問い合わ
せください。

　市では、木質バイオマスの活用を進めるため、
木質バイオマス（ペレット、薪、チップ）を燃料とす
るストーブやボイラーの購入に対する助成制度を
設けています。
　住宅や事業所の暖房や給湯をはじめ、農業用
ハウスの温度管理のために購入する場合も対象
になりますので、寒い季節になる前にこの制度を
活用して導入をご検討ください。
　なお、事前に申請が必要です。詳細はお問い合わせください。

ご利用ください
子育て支援センター

◎これまで、使用済みの一升びんは、生きびんとして販売店や集団資源回収等で回収されリユース（再利用）されて
　きましたが、びんの色によって、資源化方法・処分方法が、9月1日から下記のとおり変わりました。
■使用済みの一升びんは、色によって処分方法が違います。
　・茶色・緑色の一升びんは、従来どおり販売店に持込むか、集団資源回収等へ出してください。
　・透明・その他の色の一升びんは、調味料などのガラスびんといっしょに「びん・ペットボトル」収集日に資
　  源ごみステーションに出してください。
　　※9月1日より、販売店、集団資源回収では、 引き取りできませんので、ご注意ください。

ペレットや薪を燃料とする
ストーブ・ボイラーの購入助成

問合先 子育て支援センター  
☎33-7963

9月1日から一升びんの処分方法が変わりました

一升びん 茶 色・緑 色

透 明・その他の色

➡〈従来どおり〉 販売店へ
　　　　　➡洗浄して再利用します。

びん・ペットボトルといっしょにして、
ごみステーションへ
➡リサイクル製品の材料になります。 

変 更 茶 

色
緑 

色

お酒

しょうゆ

みりん など

申 込
問合先

環境政策推進課  ☎35-3533
広報ID  1001315

問合先 資源リサイクルセンター　☎35-1244


